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＜別紙１＞  

重要事項説明書 

介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）事業所のご案内 

（令和 6 年 6 月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）事業所の名称等  

  ・事業所名   介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部［通所リハビリテーション（介護予防通

所リハビリテーション）］ 

  ・開設年月日  平成１８年１０月１日 

  ・所在地    埼玉県秩父郡長瀞町大字岩田５８７番地 

  ・電話番号   ０４９４－６６－００００・ファックス番号０４９４－６６－４３２１ 

  ・管理者名   施設長 横山 央 

  ・介護保険指定番号 介護老人保健施設（１１５４８８０００７号） 

 

（２）介護老人保健施設通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の目的と運営 

方針 

介護老人保健施設通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は要介護者の家

庭等での生活を継続していただくために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当事業所を

ご利用いただき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能

の維持回復を図ることを目的とした事業所です。このサービスを提供するにあたっては、利用者に

関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーション（介護予防通所リハビ

リテーション）の提供にあたる従事者の協議によって、通所リハビリテーション（介護予防通所リ

ハビリテーション）計画が作成されますが、その際、利用者・代理人（ご家族）の希望を十分に取

り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

    この目的に沿って、当事業所では、以下のような運営方針を定めていますので、ご理解いただい

た上でご利用ください。 

［介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテ

ーション）の運営方針］ 

   「介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテ

ーション）計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者が能力に応じた日常生活を営むことができる

ようにするとともに、居宅における生活の維持を目指すものとする。」 

 

（３）施設の職員体制 

  業務内容 

・管理者（医師と兼務） １名（常勤） 利用者の健康管理及び適切な医療処置 

・介護職員 ２名以上（常勤） 利用者の日常生活全般にわたる介護業務 

・理学療法士等（老健と兼務） 常勤換算０.２名以上 利用者に対する理学療法・作業療法 

・管理栄養士（老健と兼務） １名（常勤） 利用者に栄養管理 

・その他（事務・送迎運転手等） 1 名以上（常勤、非常 事務・送迎等 
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勤） 

（４）利用定員、単位数 

   定員２０人  １単位 

 

（５）営業日及び営業時間（サービス提供時間） 

    営業日 月曜日から金曜日までの 5 日間とする。ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

   営業時間 午前８時から午後５時までとする。 

（サービス提供時間 午前９時１５分から午後３時３０分を基本とする） 

 

２．サービス内容 

 ① 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

 ② 食事 

   昼食 １２時００分～１３時００分 

 ③ 入浴（一般浴槽のほかに入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。ただし、利用者

の身体の状況に応じて清拭又はシャワー浴となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理・看護 

 ⑤ 介護 

 ⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション、マッサージ） 

 ⑦ 相談援助サービス 

 ⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑨ 理容サービス（原則、月２回実施します。ご希望の方は事前にお申し出ください。） 

 ⑩ 基本時間外施設利用サービス［何らかの理由により、家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で

定められた通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用時間の終了に間に

合わない場合に実施いたします。］ 

 ⑪ 行政手続代行 

 ⑫ その他 

＊ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく場合もあ

ります 

  

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

  ・協力医療機関 

    ・名 称 医療法人徳洲会 皆野病院 

    ・住 所 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野２０３１－１ 

  ・協力歯科医療機関 

    ・名 称 落合歯科診療所 

    ・住 所 埼玉県秩父郡長瀞町本野上１０８３－１２ 

◇緊急時の連絡先 

緊急の場合には「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

 （１）利用者は施設利用中の食事において、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただ

くこととする。食費は第５条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第 7 条
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の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としてい

るため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。 

（２）利用者は火気の取り扱いに注意しなければならない。 

（３）利用者は事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従

い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意するものとする。 

（４）利用者は喧嘩、口論又は暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。 

（５）利用者は事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。 

（６）利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。 

（７）利用者の使用する日常生活品は、基本的に家族や関係者により、取り揃える事を旨とするが、そ

れが不可能な場合は、別に定める料金表により支払いを受ける。 

（８）当事業所は原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等、緊

急やむを得ない場合は、事業所管理者が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を

行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心

身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

（９）（１）当事業所は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとします。 

      ①虐待を防止するための対策を検討する定期的な委員会の開催、研修の実施。 

      ②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。 

      ③虐待防止のための指針の整備。 

      ④①～③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置。 

    【虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者】 

    ・施設長（責任者）、理学療法士 

（２）施設は、施設サービス提供中に、当該施設の従業者又は養護者（入所者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報するものとする。 

 

５．非常災害対策 

 ・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知、非常警報装置等 

 ・防災訓練 年２回 

 

６．禁止事項 

当事業所では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教勧

誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

当施設の苦情・要望受付担当者に、お気軽にご相談ください。速やかに対応致します。そのほか、受

付に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。 

 また、最寄の市町村、埼玉県国民健康保険団体連合会でも相談・苦情を受け付けています。 

  

・ 縄文の里 長瀞倶楽部 リハビリ責任者等   電話 ０４９４－６６－００００ 

・ 埼玉県国民健康保険団体連合会（介護保険課） 電話 ０４８－８２４－２５６８  

・ 長瀞町   福祉介護課  介護保険担当   電話 ０４９４－６６－３１１１ 

・ 皆野町   健康福祉課  介護保険担当   電話 ０４９４－６２－１２３３ 

・ 寄居町   健康福祉課  介護保険担当   電話 ０４８－５８１－２１２１（代表） 
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・ 秩父市役所 高齢者介護課 介護保険担当   電話 ０４９４－２５－５２０５ 

・ 横瀬町役場 健康づくり課 介護保険担当   電話 ０４９４－２５－０１１６ 

 

 

８．通常の事業の実施地域を超えて行う送迎に関する費用 

  別に運営規定に定める通り、通常の事業地域を超えた地点から１キロメートルあたり 40 円の支払

いを受ける。 
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＜別紙２＞ 

介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）について 

（令和 6 年 6 月１日より施行） 

 

１．介護保険証の確認 

利用のお申込みにあたり、利用希望者の介護保険証・負担割合証を確認させていただきます。 

 

２．通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）についての概要。 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、要介護（要支援）者の家庭等での

生活を継続していただくために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当事業所をご利用いた

だき、看護、医療管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活のお世話を

行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため

提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関するあらゆる職種の職員の協議に

よって、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画が作成されますが、その

際、利用者・代理人（家族）の希望を可能な限り取り入れ、また、計画の内容については同意いただ

くようになります。 

 

３．利用料金 

（１）通所リハビリテーション基本料金 

① 通所リハビリテーション利用料（要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用

料が異なります。） 

  ※以下は１日当たりの自己負担分です。当施設のサービス提供時間は９：１５～１５：３０で

【６時間以上７時間未満】に該当します。原則としてこの時間での料金をお支払いいただきます

が、ご利用者の体調の変化やその他の事由により提供時間が異なる場合に下記の料金が適用と

なる場合があります。 

 

【１時間以上２時間未満】    【１割】      【２割】     【３割】 

・要介護１          ３６９円      ７３８円    １，１０７円 

・要介護２          ３９８円      ７９６円    １，１９４円 

・要介護３          ４２９円      ８５８円    １，２８７円 

・要介護４          ４５８円      ９１６円    １，３７４円 

・要介護５          ４９１円      ９８２円    １，４７３円 

【２時間以上３時間未満】 

・要介護１          ３８３円      ７６６円    １，１４９円 

・要介護２          ４３９円      ８７８円    １，３１７円 

・要介護３          ４９８円      ９９６円    １，４９４円 

・要介護４          ５５５円    １，１１０円    １，６６５円 

・要介護５          ６１２円    １，２２４円    １，８３６円 
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【３時間以上４時間未満】 

 ・要介護１          ４８６円      ９７２円    １，４５８円 

・要介護２          ５６５円    １，１３０円    １，６９５円 

・要介護３          ６４３円    １，２８６円    １，９２９円 

・要介護４          ７４３円    １，４８６円    ２，２２９円 

・要介護５          ８４２円    １，６８４円    ２，５２６円 

【４時間以上５時間未満】         

・要介護１          ５５３円    １，１０６円    １，６５９円 

・要介護２          ６４２円    １，２８４円    １，９２６円 

・要介護３          ７３０円    １，４６０円    ２，１９０円 

・要介護４          ８４４円    １，６８８円    ２，５３２円 

・要介護５          ９５７円    １，９１４円    ２，８７１円 

【５時間以上６時間未満】 

・要介護１          ６２２円    １，２４４円    １，８６６円 

・要介護２          ７３８円    １，４７６円    ２，２１４円 

・要介護３          ８５２円    １，７０４円    ２，５５６円 

・要介護４          ９８７円    １，９７４円    ２，９６１円 

・要介護５        １，１２０円    ２，２４０円    ３，３６０円 

【６時間以上７時間未満】 

・要介護１          ７１５円    １，４３０円    ２，１４５円 

・要介護２          ８５０円    １，７００円    ２，５５０円 

・要介護３          ９８１円    １，９６２円    ２，９４３円 

・要介護４        １，１３７円    ２，２７４円    ３，４１１円 

・要介護５        １，２９０円    ２，５８０円    ３，８７０円 

【７時間以上８時間未満】 

・要介護１          ７６２円    １，５２４円    ２，２８６円 

・要介護２          ９０３円    １，８０６円    ２，７０９円 

・要介護３        １，０４６円    ２，０９２円    ３，１３８円 

・要介護４        １，２１５円    ２，４３０円    ３，６４５円 

・要介護５        １，３７９円    ２，７５８円    ４，１３７円 

 

 ② その他の加算 

・リハビリテーション提供体制加算            【１割】 【２割】  【３割】 

 通所リハ提供体制加算１【３時間以上４時間未満の場合】 １２円  ２４円   ３６円 

 通所リハ提供体制加算２【４時間以上５時間未満の場合】 １６円  ３２円   ４８円 

 通所リハ提供体制加算３【５時間以上６時間未満の場合】 ２０円  ４０円   ６０円 

 通所リハ提供体制加算４【６時間以上７時間未満の場合】 ２４円  ４８円   ７２円 

通所リハ提供体制加算５【７時間以上の場合】      ２８円  ５６円   ８４円 
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【１割】  【２割】   【３割】 

・通所リハ入浴介助加算Ⅰ               ４０円     ８０円   １２０円 

・通所リハ入浴介助加算Ⅱ               ６０円    １２０円   １８０円 

・通所リハ短期集中個別リハ加算           １１０円     ２２０円    ３３０円 

・通所リハ若年性認知症加算（６５歳未満）       ６０円     １２０円    １８０円 

・通所リハ送迎減算（片道）             －４７円     －９４円   －１４１円 

・通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ         １８円      ３６円     ５４円 

                            

・通所リハサービス提供体制強化加算Ⅲ          ６円      １２円     １８円 

・通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅱ        所定単位数の８３／１０００加算 

・通所リハ感染症災害 3％加算           基本報酬に３／１００加算 

 

・通所リハマネジメント加算イ 

  【1 割】 【2 割】 【3 割】 

 起算から 6 カ月以内 ５６０円 １，１２０円 １，６８０円 

6 カ月を超えた期間 ２４０円   ４８０円   ７２０円 

医師が説明し、 

同意を得た場合 

（+２７０単位） 

起算から 6 カ月以内 ８３０円 １，６６０円 ２，４９０円 

6 カ月を超えた期間 ５１０円 １，０２０円 １，５３０円 

 

・通所リハマネジメント加算ロ 

  【1 割】 【2 割】 【3 割】 

 起算から 6 カ月以内 ５９３円 １，１２０円 １，６８０円 

6 カ月を超えた期間 ２７３円   ４８０円   ７２０円 

医師が説明し、 

同意を得た場合 

（+２７０単位） 

起算から 6 カ月以内 ８６３円 １，７６２円 ２，５８９円 

6 カ月を超えた期間 ５４３円 １，０８６円 １，６２９円 

 

・通所リハマネジメント加算ハ 

  【1 割】 【2 割】 【3 割】 

 起算から 6 カ月以内 ７９３円 １，１２０円 １，６８０円 

6 カ月を超えた期間 ４７３円   ４８０円   ７２０円 

医師が説明し、 

同意を得た場合 

（+２７０単位） 

起算から 6 カ月以内 １，０６３円 ２，１２６円 ３，１８９円 

6 カ月を超えた期間 ７４３円 １，４８６円 ２，２２９円 

 

 

 



8 
 

（２）介護予防通所リハビリテーション基本料金 

  ①介護予防通所リハビリテーション利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異な

ります。） 

 ※以下は１月あたりの自己負担分です。      【１割】    【２割】   【３割】 

   ・要支援１                ２，２６８円 ４，１０６円  ６，１５９円 

   ・要支援２                ４，２２８円 ７，９９８円 １１，９９７円 

   ・予防通所リハ１２月超減算２１       －１２０円  －２４０円   －３６０円 

   ・予防通所リハ１２月超減算２２       －２４０円  －４８０円   －７２０円 

②その他の加算                 【１割】   【２割】    【３割】 

   ・予防通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ１   ７２円   １４４円    ２１６円 

   ・予防通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ２  １４４円   ２８８円    ４３２円 

・予防通所リハサービス提供体制強化加算Ⅲ１   ２４円    ４８円     ７２円 

・予防通所リハサービス提供体制強化加算Ⅲ２   ４８円    ９６円    １４４円 

・予防通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅱ     所定単位数の８３／１０００加算 

    

（３）その他の料金（保険外費用） 

  ① 食費 一食 ６００円 おやつ含む（時間延長で夕食を召し上がる場合は５９０円） 

  ② 食事キャンセル料一食 ６００円 

※ 利用予定日にお休みされる場合や早くお帰りになる場合等、予定外に食事を召し上がらない場

合、当日の１０時までにご連絡をいただければキャンセル料はいただきませんが、１０時以降

ですと調理してしまいますので、大変申し訳ありませんが６００円をキャンセル料としてお支

払いただきます。ご了承下さい。 

  ③ オムツ等料金 

    ・紙オムツ代       １枚１４０円 

    ・リハビリパンツ代    １枚１４０円 

    ・尿とりパット代     １枚 ６０円 

  ④ 理美容代（１回当たり）  ３，０００円 

  ⑤ 日用品費   実費 （ご家庭でお使いのものがあればお持ちください） 

 

   ※ タオル類につきましては、感染防止と衛生介護の一環として専門業者に依頼しております。つ

きましては当施設でご用意いたしますので、私物の持込はご遠慮ください 

 

  ⑥ 教養娯楽費   １日１５０円 

   ※ 新聞、雑誌（定期購読量）、ご利用者の写真、レクリエーションとして行われる各種クラブ活

動等に使用する画用紙、折り紙、のり、絵の具、ペンなどの材料費、園芸などに使用する種、

苗、肥料など、映画鑑賞会などに使用するＤＶＤ、レンタル料、調理などに利用する食材料、

調味料など、各種行事（敬老会、クリスマス会、新春演芸会など）で使用する飲食代、外部か

らの出演者への出演料など。 
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（４）支払い方法 

  ・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お

支払いただきますと領収書を発行いたします。 

  ・お支払い方法は、現金、銀行振込の２方法があります。 

銀行振込の場合は以下の口座にお振込みください。 

 

    埼玉りそな銀行 秩父支店  普通 口座番号 ４４２３８９６ 

    医療法人社団 医新会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙３＞ 
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個人情報の利用目的 
（令和３年１０月１日現在） 

 
 介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーショ

ン）事業所では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報につい

て、利用目的を以下のとおり定めます。 
 
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
 ［当事業所内部での利用目的］ 
    ・当事業所が利用者等に提供する介護サービス 
    ・介護保険事務 
    ・介護サービスの利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち 
     ―入退所等の管理 
     ―会計・経理 
     ―事故等の報告 
     ―当該利用者の介護・医療サービスの向上 
 ［他の事業者等への情報提供を伴う利用目的］ 
   ・当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 
    ―利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等 
     との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 
    ―利用者の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
    ―検体検査業務の委託その他の業務委託 
    ―家族等への心身の状況説明 
   ・介護保険事務のうち 
    ―保険事務の委託 
    ―審査支払機関へのレセプトの提出 
    ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
   ・損害を賠償などに係る保険会社等への相談又は届出等 
 
 【上記以外の利用目的】 
  ［当事業所の内部での利用に係る利用目的］ 
   ・当事業所の管理運営業務のうち 
    ―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
    ―当事業所において行われる学生の実習への協力 
    ―当事業所において行われる事例研究 
  ［他の事業所等への情報提供に係る利用目的］ 
   ・当事業所の管理運営業務のうち 
    ―外部監査機関への情報提供 
 

利用者及びその家族の個人情報の保護は、「個人情報保護法に関する法律」および厚生労働省が作成

した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」に則り、当施

設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的

に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得

ることとする。 


